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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

電機工業会（JEMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって，JIS C 8269-2:2000 は改正され，この規格に置き換えられ，また，JIS C 8269-2-1:2000

は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 8269 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 8269-1 第 1 部：通則 

JIS C 8269-2 第 2 部：専門家用ヒューズの追加要求事項（主として工業用ヒューズ）－標準化された

ヒューズシステム A～K 
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低電圧ヒューズ－ 

第 2 部：専門家用ヒューズの追加要求事項 

（主として工業用ヒューズ）－ 

標準化されたヒューズシステム A～K 

Low-voltage fuses- 

Part 2: Supplementary requirements for fuses for use by authorized  

persons (fuses mainly for industrial application)- 

Examples of standardized systems of fuses A to K 

 

序文 

この規格は，2013 年に第 5 版として発行された IEC 60269-2 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 一般適用範囲 

1.1 適用範囲 

この規格は，一般に専門家によってだけ，ヒューズリンクに接近でき，かつ，取換えを行う装置に用い

るように設計している，専門家用ヒューズについて規定する。 

次のヒューズシステムに基づく専門家用ヒューズは，この規格でほかに規定がない限り，JIS C 8269-1

の箇条の要求事項にも適合しなければならない。 

この規格は，次に示すヒューズシステムに分かれており，それぞれが専門家用標準ヒューズの特定の例

を取り上げている。 

ヒューズシステム A 刃形接触部をもつヒューズリンクを用いたヒューズ（NH ヒューズシステム） 

ヒューズシステム B 刃形接触部をもつストライカ付きヒューズリンクを備えたヒューズ（NH ヒュ

ーズシステム） 

ヒューズシステム C ヒューズレール（NH ヒューズシステム） 

ヒューズシステム D 母線取付用のヒューズベース（40 mm システム）（NH ヒューズシステム） 

ヒューズシステム E ボルト締め接触部をもつヒューズリンクを用いたヒューズ（BS ボルト締めヒュ

ーズシステム） 

ヒューズシステム F 円筒形キャップ接触部をもつヒューズリンクを用いたヒューズ（NF 筒形ヒュ

ーズシステム） 

ヒューズシステム G オフセット刃形接触部をもつヒューズリンクのヒューズ（BS クリップインヒュ


